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各都道府県においては、東日本大震災の教訓を踏まえ大規模地震・津波発生

に備え、防災・減災対策の推進に取り組んでいるが、３月３１日に発表された

南海トラフを震源とする巨大地震・津波に係る国の新たな想定を踏まえ、対策

のさらなる加速化・拡充が必要となっている。 

逼迫度の高まる南海トラフを震源とする巨大地震発生により、東海から四

国・九州に至る広い範囲で甚大な被害を受けることが想定されるが、これに対

する備えはまだまだ不十分な状況である。 

今回の推計は、最悪シナリオを重ね合わせて作ったものとはいえ、地方自治

体ではこのような巨大地震や津波も常に念頭に置きながら、住民の生命と財産

を守るための対策を進めなければならない。 

今後、明らかにされる人的・物的被害の推計値などを踏まえて、何より尊い

生命を確実に守るとともに、その他のあらゆる被害を最小限にとどめるための

防災・減災対策強化に向けて、取り組んでいくことが必要である。 

このことは国の盛衰を左右する地方自治体の域を超えた、国策の中心に据え

られるべき極めて重要な国家的課題であり、国による法整備、財政的支援の下、

国と地方が一体となり、地震・津波対策の加速化と抜本的強化を進めなければ

ならない。 

このため、国においては、次の事項を早期に実現するよう強く要請する。 

 

 



 

 

【政策提言】 

１ 南海トラフを震源とする巨大地震に対する防災対策の推進 

・「南海トラフ巨大地震対策特別措置法（仮称）」の制定 

・東海地震に係る地震予知精度の向上及び東南海・南海地震における地震予知のための観測体

制の充実・強化 
・新たな被害想定に基づく地震対策大綱及び応急対策活動要領等の早期策定並びにその要領に

基づく広域的な訓練の実施 
 

２ 巨大地震・津波に備えるための国、地方を通じた財政措置の拡充 

・緊急防災・減災事業に係る新たな枠組みの創設など確実な財源の措置 

・喫緊の課題である超広域災害への備えを進めるための防災対策関連予算の増額 
・地域の実状に応じた対策を地方自治体が進めるに当たって、補助率の嵩上げや地方財政措置の

充実など、地方の負担軽減 
 

３ 地震・津波から生命・財産を守るため、「減災」の視点を取り入れた様々な

ハード・ソフト対策の推進 
 

・被災前の移転促進のための防災集団移転促進事業及び組み合わせて実施する事業の補助要件

緩和と補助対象等の拡大・拡充 

・命の道となる緊急輸送路確保のための高規格幹線道路等の整備促進 
・地震・津波対策事業の効果を早期に発現させるため、大規模堤防等必要な事業の国直轄化の

推進 
・港湾法、漁港漁場整備法など臨海地域の施設管理に関する法律における津波避難施設の明確

化 
・住宅耐震化スピードアップのための支援制度の拡充 

 

４ 超広域災害に備えた連携体制の構築 

・都道府県を跨いだ避難者の受け入れ体制の構築など広域的な支援・受援体制の構築 
・応急救助機関の進出や救援物資の集配拠点となる総合的な防災拠点の整備促進 
・大規模災害等緊急事態に対応できる通信基盤の整備 
・大規模災害に備えた医療提供体制の確保 
・災害時における海外支援の円滑な受入体制の整備 
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